
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年９月２８日 １２時２０分ごろ 

発生場所 香川県坂出
さかいで

市坂出港 

 坂出港西防波堤灯台から真方位０５８°１.８海里付近 

 （概位 北緯３４°２０.８′ 東経１３３°５２.９′） 

事故の概要 貨物船清栄
せいえい

は、南南西進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年９月２９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 清栄、２０１トン 

１３４５５０、有限会社箱﨑マリン 

 乗組員等に関する情報 船長、一級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

事故の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、ペレット約５１９ｔを積載し、

船長が１人で操船に当たり、坂出港の林田岸壁に向けて約４ノットの

対地速力で同港を南南西進していた。 

船長は、林田岸壁の手前にある左舷方の護岸からの距離が十分にあ

るので、浅所はないものと思い、航行を続けた。 

本船は、護岸前面に拡延する浅所に乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約２.４ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

船長は、林田岸壁に着岸するのが初めてであり、林田岸壁の手前の

護岸前面水域に浅所があることを知らなかった。 

分析 本船は、坂出港において、南南西進中、船長が、林田岸壁の手前に

ある護岸前面水域に浅所があることを知らなかったことから、同護岸

からの距離が十分にあって浅所はないものと思い、林田岸壁に船首を

向けて航行し、同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、坂出港において、南南西進中、船長が、林田岸

壁の手前にある護岸前面水域に浅所があることを知らなかったため、

同護岸からの距離が十分にあって浅所はないものと思い、林田岸壁に

船首を向けて航行し、同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・着岸経験のない岸壁に接岸する場合は、着岸岸壁付近の水路情報

を十分に入手すること。 



 

 


